
　 　 　 　

 設　　　計　　　書
　　令　　和　　８　　年　　度　　委　　託

仕　　　様　　　書
1 資源化センターリサイクル施設・その他施設防災設備保守管理業務委託

2 川越市大字鯨井７８２番地３

3 月額 円 （但し、委託価格 月額 円）

4 月額 円 （但し、委託価格 月額 円）

円

5 委託大要、起工・変更理由

変 更 委 託

の 大 要
委 託 の

大 要

変 更 理 由

起 工 理 由
本業務委託は、川越市資源化センターリサイクル施設・その他施設に設置されている防災設備の機器点検、建
築基準法に基づく建築設備の定期検査、並びに防災管理定期点検を消防法、建築基準法等に基づき実施する
ことにより、設備の機能保全を図ることを目的とする。

差 引 増 額

資源化センターリサイクル施設、環境プラザ、ストックヤード棟、草木類資源化施設に設置されている防災設備
の点検、保守管理等業務及び施設全域の防災管理点検ほか
契約期間：令和８年６月１日から令和９年５月３１日まで（１年・１２箇月）
　　　　　　　（地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約）

委 託 名

委 託 場 所

実 施 額

変 更 実 施 額

課
長

所
長

副
課
長

副
参
事

設
計

校
合

リ
ー

ダ
ー

副
主
幹

川　　越　　市



名　　　　　　　　　称 仕　　　　　　　　　様 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　　　額

リサイクル施設点検費 機器点検、機器・総合点検 １ 式  内訳書Ａ

ストックヤード棟点検費 機器点検、機器・総合点検 １ 式 内訳書Ｂ

環境プラザ点検費 機器点検、機器・総合点検 １ 式 内訳書Ｃ

草木類資源化施設点検費 機器点検、機器・総合点検 １ 式 内訳書Ｄ

屋外消防用水点検費 機器点検、機器・総合点検 １ 式 内訳書Ｅ

緊急対応・検査等立会費 １ 式 内訳書Ｆ

建築設備定期点検報告費
建築基準法に基づく点検報告
業務 １ 式 内訳書Ｇ

防災管理定期点検報告費 消防法に基づく点検報告業務 １ 式 内訳書Ｈ

直接人件費

直接物品費 １ 式

直接業務費

業務管理費 １ 式

業務原価

一般管理費 １ 式

委託価格

消費税等相当額 １ 式

実施額

委　　　託　　　費　　　内　　　訳　　　書

摘　　　　　　　要



名　　　　　　　　　称 仕　　　　　　　　　様 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　　　額

委　　　託　　　費　　　内　　　訳　　　書

摘　　　　　　　要

（月額）

委託価格 １ 月

消費税等相当額 １ 式

実施額 １ 月



名　　　　　　　　　称 仕　　　　　　　　　様 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　　　額 摘　　　　　　　要

リサイクル施設点検費

消火器具設備 機器点検、機器・総合点検 １ 回
機器点検１回
機器・総合点検１回

屋内・外消火栓設備 機器点検、機器・総合点検 １ 回
機器点検１回
機器・総合点検１回

自動火災報知設備 機器点検、機器・総合点検 １ 回
機器点検１回
機器・総合点検１回

誘導灯・誘導標識設備 機器点検、機器・総合点検 １ 回
機器点検１回
機器・総合点検１回

排煙設備 機器点検、機器・総合点検 １ 回
機器点検１回
機器・総合点検１回

水圧開錠扉設備 機器・総合点検 １ 回
機器・総合点検１回

非常照明設備 機器・総合点検 １ 回
機器・総合点検１回

シャッター設備 機器点検、機器・総合点検 １ 回
機器点検１回
機器・総合点検１回

　　　　　合　　　計

内訳書Ａ

川　　越　　市



名　　　　　　　　　称 仕　　　　　　　　　様 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　　　額 摘　　　　　　　要

ストックヤード棟点検費

消火器具設備 機器点検、機器・総合点検 １ 回
機器点検１回
機器・総合点検１回

屋内・外消火栓設備 機器点検、機器・総合点検 １ 回
機器点検１回
機器・総合点検１回

自動火災報知設備 機器点検、機器・総合点検 １ 回
機器点検１回
機器・総合点検１回

水圧解錠設備 機器・総合点検 １ 回
機器・総合点検１回

シャッター設備 機器点検、機器・総合点検 １ 回
機器点検１回
機器・総合点検１回

　 　 　 　 　

　　　　　合　　　計

内訳書Ｂ

川　　越　　市



名　　　　　　　　　称 仕　　　　　　　　　様 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　　　額 摘　　　　　　　要

環境プラザ

消火器具設備 機器点検、機器・総合点検 １ 回
機器点検１回
機器・総合点検１回

屋内・外消火栓設備 機器点検、機器・総合点検 １ 回
機器点検１回
機器・総合点検１回

自動火災報知設備 機器点検、機器・総合点検 １ 回
機器点検１回
機器・総合点検１回

誘導灯・誘導標識設備 機器点検、機器・総合点検 １ 回
機器点検１回
機器・総合点検１回

排煙設備 機器点検、機器・総合点検 １ 回
機器点検１回
機器・総合点検１回

避難器具 機器点検、機器・総合点検 １ 回
機器点検１回
機器・総合点検１回

非常照明設備 機器・総合点検 １ 回
機器・総合点検１回

シャッター設備 機器点検、機器・総合点検 １ 回
機器点検１回
機器・総合点検１回

　　　　　合　　　計

内訳書Ｃ

川　　越　　市



名　　　　　　　　　称 仕　　　　　　　　　様 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　　　額 摘　　　　　　　要

草木類資源化施設

消火器具設備 機器点検、機器・総合点検 １ 回
機器点検１回
機器・総合点検１回

屋内・外消火栓設備 機器点検、機器・総合点検 １ 回
機器点検１回
機器・総合点検１回

自動火災報知設備 機器点検、機器・総合点検 １ 回
機器点検１回
機器・総合点検１回

誘導灯・誘導標識設備 機器点検、機器・総合点検 １ 回
機器点検１回
機器・総合点検１回

排煙設備 機器点検、機器・総合点検 １ 回
機器点検１回
機器・総合点検１回

水圧解錠設備 機器・総合点検 １ 回
機器・総合点検１回

非常用照明設備 機器・総合点検 １ 回
機器・総合点検１回

シャッター設備 機器点検、機器・総合点検 １ 回
機器点検１回
機器・総合点検１回

　 　 　 　 　

　　　　　合　　　計

内訳書Ｄ

川　　越　　市



名　　　　　　　　　称 仕　　　　　　　　　様 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　　　額 摘　　　　　　　要

消防用水点検

機器点検 １ 回

機器・総合点検 １ 回

　 　 　 　 　

　　　　　合　　　計

内訳書Ｅ

川　　越　　市



名　　　　　　　　　称 仕　　　　　　　　　様 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　　　額 摘　　　　　　　要

緊急対応・検査等立会費 １ 年

（内訳・１年分）

緊急対応 消防設備機器故障等 人

緊急対応 シャッター設備機器故障等 人

電気設備点検対応 協力、機器復旧確認 人

消防訓練 協力、立会 人

　 　 　 　 　

　　　　　合　　　計

内訳書Ｆ

川　　越　　市



名　　　　　　　　　称 仕　　　　　　　　　様 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　　　額 摘　　　　　　　要

建築設備定期点検報告費 対象：非常用照明設備 １ 回

　 　 　 　 　

　　　　　合　　　計

内訳書Ｇ

川　　越　　市



名　　　　　　　　　称 仕　　　　　　　　　様 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　　　額 摘　　　　　　　要

防災管理定期点検報告費 点検対象：全敷地内建物 １ 回

　 　 　 　 　

　　　　　合　　　計

内訳書Ｈ

川　　越　　市



   

 

 

 

 

 

 

 

資源化センターリサイクル施設・その他施設 

 

防災設備保守管理業務委託 

 

仕様書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川 越 市 

環境部 環境施設課 



Ⅰ 長 期 継 続 契 約  

 

１ 委 託 件 名  

資 源 化 センターリサイクル施 設 ・その他 施 設 防 災 設 備 保 守 管 理 業 務 委 託  

 

２ 委 託 場 所  

川 越 市 大 字 鯨 井 ７８２番 地 ３ 

 

３ 契 約 期 間  

令 和 ８年 ６月 １日 から令 和 ９年 ５月 ３１日 まで（１年 ・１２箇 月 ） 

（地 方 自 治 法 第 ２３４条 の３に基 づく長 期 継 続 契 約 ） 

 

４ 支 払 い方 法  

３回 払 い 

令 和 ８年 １０月 （６月 ～９月 分 ）、令 和 ９年 ４月 （１０月 ～３月 分 ） 

令 和 ９年  ６月 （４月 ～５月 分 ） 

 

５ 入 札 書 記 載 事 項  

入 札 書 に記 載 する金 額 については、消 費 税 及 び地 方 消 費 税 を含 まない額

とし、かつ、月 額 を記 載 すること。 

 

６ その他 特 記 事 項  

この入 札 (見 積 )は、地 方 自 治 法 第 234条 の3に基 づく「川 越 市 長 期 継 続 契

約 を締 結 することができる契 約 を定 める条 例 」に規 定 する長 期 継 続 契 約 に該

当 するものであり、当 該 入 札 (見 積 )執 行 後 の契 約 については「翌 年 度 以 降 の

歳 出 予 算 の金 額 について減 額 又 は、削 除 があった場 合 には当 該 契 約 は解

除 することができる」旨 及 び損 害 賠 償 に関 する事 項 を契 約 書 に記 載 します。 

この契 約 の締 結 後 に、消 費 税 法 （昭 和 63年 法 律 第 108号 ）等 の改 正 により、

消 費 税 額 等 の額 に変 動 が生 じた場 合 は、発 注 者 は、この契 約 を何 ら変 更 す

ることなく契 約 金 額 に相 当 する消 費 税 額 等 を加 減 して支 払 うものとする。ただ

し、税 法 上 経 過 措 置 の対 象 となる場 合 には、経 過 措 置 が優 先 して適 用 され

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ⅱ 一 般 仕 様 書  

 

１ 目   的  

本 業 務 委 託 は、川 越 市 資 源 化 センターリサイクル施 設 ・その他 施 設 （環 境

プラザ、草 木 類 資 源 化 施 設 、ストックヤード）に設 置 されている防 災 設 備 （自

動 火 災 報 知 設 備 、防 火 扉 、消 火 栓 設 備 、誘 導 灯 設 備 等 ）の機 器 点 検 及 び

機 器 ・総 合 点 検 、建 築 基 準 法 に基 づく建 築 設 備 の定 期 検 査 、並 びに資 源

化 センター敷 地 内 全 棟 （熱 回 収 施 設 、リサイクル施 設 、環 境 プラザ、草 木 類

資 源 化 施 設 、ストックヤード、車 庫 棟 （収 集 管 理 課 ）及 び付 属 棟 ）の防 災 管 理

定 期 点 検 を消 防 法 、建 築 基 準 法 等 に基 づき実 施 することにより、設 備 の機 能

保 全 を図 ることを目 的 とする。 

 

２ 委 託 名 称 及 び期 間  

⑴委 託 名 称  

資源化センターリサイクル施設・その他施設防災設備保守管理業務委託 

⑵委 託 期 間  

令 和 ８年 ６月 １日 から令 和 ９年 ５月 ３１日 まで（１年 ・１２箇 月 ） 

（地 方 自 治 法 第 ２３４条 の３に基 づく長 期 継 続 契 約 ） 

 

３ 委 託 対 象 施 設  

⑴名 称  

川 越 市 資 源 化 センター 

⑵場 所  

川 越 市 大 字 鯨 井 ７８２番 地 ３ 

⑶保 守 管 理 対 象 施 設  

リサイクル施 設 、ストックヤード、環 境 プラザ、草 木 類 資 源 化 施 設 （当 該 施

設 を点 検 するに当 たり、関 連 設 備 が他 棟 に設 置 されている場 合 もある。） 

 

４ 委 託 の範 囲  

・防 災 設 備 点 検 （自 動 火 災 報 知 設 備 、消 火 栓 設 備 、非 常 用 電 源 設 備 等 ） 

・シャッター設 備 点 検  

・屋 外 消 防 用 水 点 検  

・消 防 訓 練 の立 会 及 び協 力  

・電 気 設 備 点 検 の協 力 及 び機 器 復 旧 確 認  

・緊 急 対 応  

・防 災 管 理 定 期 点 検  

当 該 施 設 は、防 災 管 理 定 期 点 検 報 告 制 度 の対 象 施 設 であることから、

消 防 法 、消 防 法 施 行 令 、消 防 法 施 行 規 則 等 の定 めにより防 災 管 理 点 検

資 格 者 による定 期 点 検 報 告 を行 うこと。また点 検 範 囲 は、資 源 化 センター

敷 地 内 全 棟 （熱 回 収 施 設 、リサイクル施 設 、環 境 プラザ、草 木 類 資 源 化

施 設 、ストックヤード、車 庫 棟 （収 集 管 理 課 ）及 び付 属 棟 ）等 とする。 

・建 築 基 準 法 に基 づく建 築 設 備 の定 期 検 査  

建 築 基 準 法 、同 施 行 例 、同 施 行 規 則 、所 管 官 庁 の告 示 等 に基 づき、



本 業 務 委 託 の対 象 設 備 （非 常 用 照 明 設 備 、防 火 設 備 ）について点 検 及

び報 告 書 の作 成 を行 うこと。 

 

５ 支 払 い方 法  

３回 払 い 

令 和 ８年 １０月 （６月 ～９月 分 ）、令 和 ９年 ４月 （１０月 ～３月 分 ） 

令 和 ９年  ６月 （４月 ～５月 分 ） 

 

６ 法 律 、規 則 等 の遵 守  

受 注 者 は、本 市 の契 約 諸 規 定 に従 うとともに、次 の諸 法 令 等 を遵 守 しなけ

ればならない。 

⑴消 防 法  

⑵建 築 基 準 法  

⑶その他 関 係 諸 法 令  

 

７ 受 注 者 は、以 下 の書 類 を提 出 しなければならない。 

⑴業 務 着 手 書 類  

①管 理 技 術 者 等 通 知 書  

②工 程 表  

③業 務 従 事 者 名 簿 （防 犯 上 必 要 なため） 

④委 託 業 務 実 施 計 画 書  

⑤その他 、業 務 遂 行 上 必 要 となる書 類 で発 注 者 の指 示 するもの 

⑵  報 告 書  

①業 務 委 託 実 施 報 告 書  

②点 検 結 果 報 告 書  

Ⅰ 消 防 用 設 備 等 （特 殊 消 防 用 設 備 等 ）点 検 結 果 報 告 書  

（機器点検及び機器点検・総合点検、防災管理点検結果報告書等） 

Ⅱ シャッター設備定期点検報告書、水圧解錠装置定期点検報告書 

Ⅲ 建 築 基 準 法 に基 づく建 築 設 備 の定 期 検 査 報 告 書  

（非 常 用 照 明 設 備 、防 火 設 備 ） 

Ⅳ その他 、業 務 範 囲 の各 種 点 検 報 告 書  

③臨 時 点 検 ・修 繕 等 実 施 報 告 書  

臨 時 点 検 、機 器 交 換 等 を実 施 した際 には、報 告 書 とともに保 守 管

理 上 の必 要 書 類 を提 出 すること。 

Ⅰ 消 防 用 設 備 等 修 理 ・整 備 等 経 過 記 録 表  

Ⅱ その他 必 要 書 類  

⑶その他 、所 轄 消 防 局 並 びに市 指 定 のもの 

 

８ 資 格 要 件 等  

⑴受 注 者 は、消 防 法 令 に基 づき有 資 格 者 （消 防 設 備 士 等 免 許 取 得 者 等 ）を

選 任 し、業 務 を遂 行 するものとする。 

⑵非 常 用 照 明 設 備 等 の建 築 防 災 設 備 については、建 築 基 準 法 に基 づき、

有 資 格 者 （一 級 又 は二 級 建 築 士 、建 築 基 準 適 合 判 定 資 格 者 、建 築 設 備

検 資 格 者 等 ）を選 任 し、業 務 を遂 行 するものとする。 



⑶高 所 に設 置 されている器 具 の点 検 に当 たって、高 所 作 業 車 等 により点 検 を

行 う場 合 は、労 働 安 全 衛 生 法 等 の関 係 法 令 に定 められている有 資 格 者 に

て作 業 を行 うこととする。 

⑷防 災 管 理 点 検 については、防 災 管 理 点 検 資 格 者 を選 任 し、防 災 管 理 上

必 要 な業 務 等 について点 検 報 告 を行 うものとする。 

⑸シャッター設 備 （三 和 シャッター工 業 製 及 び文 化 シャッター製 ）の点 検 につ

いては、各 々のシャッター設 備 につき、各 々の製 造 メーカー（代 理 店 等 を含

む）技 術 者 による点 検 とする。 

⑹本 委 託 の対 象 機 器 には、施 設 の運 転 管 理 に支 障 を及 ぼす機 器 が含 まれ

ており、緊 急 修 繕 を要 する場 合 があるため、緊 急 対 応 は下 記 のいずれかの

者 が実 施 すること。  

①受 注 者 自 らが川 越 市 競 争 入 札 参 加 資 格 者 名 簿 の建 設 工 事 請 負 （業

種 ：電 気 、消 防 施 設 等 、本 委 託 の対 象 設 備 に関 して発 注 者 と修 繕 契 約

が締 結 できること）に登 録 のある場 合 は、受 注 者 とする。 

②受 注 者 自 らが川 越 市 競 争 入 札 参 加 資 格 者 名 簿 の建 設 工 事 請 負 （業

種 ：電 気 、消 防 施 設 等 ）に登 録 のない場 合 は、発 注 者 に協 力 事 務 所 協

議 願 （委 託 様 式 １）を提 出 して発 注 者 の承 諾 を得 た者 とする。なお、この

場 合 の協 力 事 務 所 とは、川 越 市 競 争 入 札 参 加 資 格 者 名 簿 の建 設 工 事

請 負 （業 種 ：電 気 、消 防 施 設 等 、本 委 託 の対 象 設 備 に関 して発 注 者 と

修 繕 契 約 が締 結 できること）に登 録 のある者 とする。 

 

９ 責 任 者 の指 定  

受 注 者 は、業 務 着 手 前 に作 業 及 び発 注 者 の監 督 職 員 との業 務 連 絡 の中

心 となる作 業 責 任 者 を指 定 し、発 注 者 に報 告 しなければならない。 

 

10 業 務 内 容  

⑴受 注 者 は、消 防 関 係 法 令 に定 められた点 検 方 法 、内 容 を誠 実 に実 行 する

こと。 

⑵本 仕 様 書 に記 載 されていない仕 様 細 部 については、建 築 保 全 業 務 共 通

仕 様 書  （国 土 交 通 省 大 臣 官 房 庁 営 繕 部 監 修 、最 新 版 ）、所 轄 消 防 局 並

びに発 注 者 の監 督 職 員 との協 議 によるものとする。 

⑶点 検 業 務 中 において不 具 合 が発 見 された場 合 には、清 掃 、補 充 、調 整 等

を行 い、非 常 時 に充 分 機 能 を発 揮 するように整 備 を行 うこと。 

⑷点 検 箇 所 等  （本 仕 様 書 による） 

 

11 点 検 概 要 ・回 数 等  

⑴点 検 等 の実 施 予 定 時 期  

６月  ： 防 災 設 備 機 器 点 検  

シャッター設 備 点 検  

１０月  ： 電 気 設 備 年 次 点 検 に伴 う機 器 復 旧 確 認 立 会  

１１月  ： 自 衛 消 防 訓 練 に伴 う協 力 、立 会  

１２月  ： 防 災 設 備 機 器 ・総 合 点 検  

シャッター設 備 点 検  

１月  ： 水 圧 開 錠 装 置 点 検  



建 築 基 準 法 に基 づく建 築 設 備 点 検  

建 築 設 備 （非 常 用 照 明 設 備 、防 火 設 備 ） 

３月  ： 防 災 管 理 点 検  

機 器 故 障 等 による緊 急 対 応 については随 時 実 施 するものとする。 

 

⑵点 検 回 数 は、下 記 表 に定 める。 

点 検 項 目  実 施 頻 度  

防 災 設 備  

機 器 点 検  

１回 ／年  

（１回 ／委 託 期 間 中 ） 

防 災 設 備  

機 器 点 検 ・総 合 点 検  

１回 ／年  

（１回 ／委 託 期 間 中 ） 

シャッター設 備 点 検  
１回 ／６月  

（２回 ／委 託 期 間 中 ） 

水 圧 開 錠 装 置 点 検  
１回 ／年  

（１回 ／委 託 期 間 中 ） 

建 築 基 準 法 に基 づく定 期 検 査  

建 築 設 備 点 検  

（非常用照明設備、防火設備） 

１回 ／年  

（１回 ／委 託 期 間 中 ） 

防 災 管 理 点 検  
１回 ／年  

（１回 ／委 託 期 間 中 ） 

⑶防 災 設 備 に異 常 が発 生 した場 合 は、発 注 者 の求 めに応 じ緊 急 対 応 を行 う

こと。 

   連 絡 の受 け入 れは２４時 間 可 能 とすること。 

⑷部 品 の故 障 など、その場 での復 旧 が困 難 な場 合 は、発 注 者 へ報 告 の上 、

復 旧 に必 要 な修 繕 の見 積 書 を提 出 すること。 

⑸自 衛 消 防 訓 練 に伴 う準 備 立 会 い及 び訓 練 当 日 の立 会 も本 委 託 内 に含 む

ものとする。 

⑹別 途 業 者 が実 施 する熱 回 収 施 設 の防 災 設 備 点 検 及 び保 守 業 務 に協 力

すること。 

⑺所 轄 消 防 局 との協 議 により業 務 が生 じた場 合 は、発 注 者 の求 めに応 じ緊

急 に臨 時 対 応 等 を行 うこと。 

⑻点 検 日 、作 業 時 間 等 について、事 前 に発 注 者 と協 議 の上 、作 業 予 定 表 を

作 成 提 出 し、発 注 者 の承 認 を得 た後 着 手 すること。また、作 業 が数 日 にわ

たる場 合 には、１日 の作 業 終 了 後 確 実 に復 旧 し使 用 に支 障 の無 いように

すること。作 業 、点 検 日 を含 め、業 務 日 程 については、発 注 者 の監 督 職 員

との協 議 による。 

⑼施 設 職 員 ・利 用 者 に対 し同 設 備 が点 検 中 のため使 用 できない旨 の表 示 を

する等 、点 検 中 の労 働 災 害 を防 止 すること。また、その他 の安 全 対 策 も受

注 者 の責 任 において実 施 すること。 

 

12 報 告 書 の提 出  

受 注 者 は、各 種 作 業 の結 果 について、点 検 結 果 表 を２部 提 出 すること。詳 細



は、関 係 官 公 庁 等 並 びに発 注 者 の監 督 職 員 の指 示 による。 

 

13 諸 官 庁 への届 出  

⑴受 注 者 は、関 係 官 公 庁 等 に対 する必 要 な一 切 の諸 手 続 を定 められた手

続 きにより期 限 厳 守 のうえ、発 注 者 の承 認 を得 て代 行 すること。 

⑵関 係 官 公 庁 等 の検 査 には、必 要 に応 じて責 任 者 又 は担 当 する技 術 員 を

立 ち会 わせるものとする。 

 

14 その他 の事 項  

⑴受 注 者 は、施 設 管 理 担 当 者 が交 付 又 は使 用 を許 可 した情 報 に限 らず、本

業 を履 行 するにあたり知 り得 た情 報 について、本 契 約 の目 的 以 外 に使 用 ま

たは第 三 者 に開 示 もしくは漏 洩 等 してはならない。 

⑵受 注 者 は、業 務 を遂 行 するに当 たり建 物 、設 備 、機 器 等 に損 傷 を与 えない

よう十 分 に注 意 し、万 一 損 傷 の場 合 は発 注 者 の責 に帰 する場 合 を除 き、

その賠 償 の責 を負 うものとする。 

⑶受 注 者 は、点 検 試 験 に際 し設 備 の老 朽 、軽 微 な破 損 及 び腐 食 等 による機

能 障 害 については、常 に使 用 できる用 に点 検 調 整 を行 うこと。 

⑷受 注 者 は、設 備 に故 障 等 発 生 の場 合 は直 ちに技 術 員 を派 遣 し、正 常 な

状 態 に復 旧 すること。 

⑸業 務 に使 用 する上 水 道 、電 気 料 金 については発 注 者 の負 担 （但 し、無 駄

の無 いように十 分 注 意 して使 用 すること。）とし、その他 使 用 する試 験 器 具 、

消 耗 雑 材 は一 切 受 注 者 の負 担 とする。 

⑹自 衛 消 防 訓 練 を実 施 するので、防 災 機 器 の取 り扱 い説 明 、訓 練 における

機 器 操 作 、訓 練 実 施 内 容 の確 認 、訓 練 後 の機 器 復 旧 確 認 等 を行 うこと。 

⑺電 気 設 備 点 検 を停 電 のうえ実 施 するため、消 防 用 設 備 の稼 働 について適

切 に措 置 すること。 

⑻業 務 対 象 設 備 の設 備 台 帳 及 び図 面 （設 備 の規 格 、点 検 個 数 等 を記 入 ）、

電 子 データを点 検 結 果 表 とともに提 出 すること。 

⑼受 注 者 は、点 検 業 務 の実 施 に当 たり、所 轄 消 防 局 、関 係 官 庁 並 びに発 注

者 の監 督 職 員 と十 分 な打 ち合 わせのうえ、その指 示 に従 うこと。 

⑽各 種 点 検 、整 備 等 を実 施 する際 には、他 施 設 （熱 回 収 施 設 、収 集 管 理

棟 ）の防 災 設 備 点 検 業 務 を受 注 した者 と連 携 し、円 滑 な業 務 遂 行 に努 め

ること。また、併 せて水 圧 開 放 装 置 等 の試 験 に当 たっては日 程 調 整 を図 り、

円 滑 な業 務 遂 行 に努 めること。 

⑾受 注 者 は、資 源 化 センターの敷 地 内 では禁 煙 すること。また、「路 上 喫 煙 の

防 止 に関 する条 例 」に基 づき、路 上 喫 煙 をしないように努 めること。 

⑿受 注 者 は、委 託 業 務 の遂 行 にあたり施 設 利 用 者 等 の利 用 を妨 げないよう、

また、不 快 を抱 かせないよう言 動 等 に十 分 注 意 するものとする。 

⒀本 業 務 の一 部 を第 三 者 に再 委 託 する場 合 は、再 委 託 する業 務 内 容 、再

委 託 先 の名 称 、再 委 託 が必 要 な理 由 を明 記 の上 、事 前 に書 面 にて提 出

し、川 越 市 の承 諾 を得 る必 要 がある。 

⒁この仕 様 書 は、委 託 業 務 の大 要 を示 すものであるから、受 注 者 は現 場 の状

況 に応 じ、ここに記 載 されていない細 部 の事 項 についても誠 意 をもって行 う

こと。 



（別  紙 ） 

保 守 管 理 業 務 対 象 設 備 一 覧  

 

○防 災 設 備  

１）リサイクル施 設  

対 象 項 目  機 器 名 称  数 量  単 位  
機 器 点

検  

機 器 点 検

及 び総 合

点 検  

消 火 器 具 設 備  粉 末 消 火 器  ５６ 本  ○ ○ 

屋 内 ・外 消 火 栓 設 備  屋 内 消 火 栓 （起 動 スイッチ、

表 示 灯 含 む） 

１５ 組  
○ ○ 

屋 外 消 火 栓 （起 動 スイッチ、

表 示 灯 含 む） 

４ 組  
○ ○ 

加 圧 送 水 装 置 （ポンプ・モー

タ） 

１ 台  
○ ○ 

制 御 盤  １ 面  ○ ○ 

一 次 圧 調 整 弁 、バルブ １ 組  ○ ○ 

呼 水 装 置  １ 組  ○ ○ 

消 火 水 槽  １ 台  ○ ○ 

高 架 水 槽  １ 台  ○ ○ 

常 用 電 源  １ 式  ○ ○ 

放 水 試 験  １ 式  － ○ 

配 線  １ 式  － ○ 

自 動 火 災 報 知 設 備  

 

受 信 機  

複 合 ＧＲ型  ５１０ＡＤ 

１ 台  
○ ○ 

表 示 機  R 型  ３ 台  ○ ○ 

中 継 器  ３ 個  ○ ○ 

差 動 式 分 布 型 感 知 器  ５４ 個  ○ ○ 

差 動 式 スポット型 感 知 器  ２５６ 個  ○ ○ 

定 温 式 スポット型 感 知 器  １１１ 個  ○ ○ 

炎 感 知 器  ６ 個  ○ ○ 

煙 感 知 器  ７ 個  ○ ○ 

煙 感 知 器 （アナログ式 ） １２２ 個  ○ ○ 

発 信 機  P 型 １級  ２５ 個  ○ ○ 

表 示 灯  ２５ 個  ○ ○ 

電 鈴  ２０ 個  ○ ○ 

消 火 栓 起 動 連 動 装 置  １ 式  ○ ○ 

常 用 電 源 （交 流 電 源 ） １ 式  ○ ○ 

予 備 電 源 （蓄 電 池 ） １ 式  ○ ○ 

配 線  １ 式  － ○ 

誘 導 灯 設 備  誘 導 灯  ８４ 灯  ○ ○ 

配 線  １ 式  － ○ 

防 火 ・防 排 煙 設 備  連 動 制 御 盤  １ 台  ○ ○ 

煙 感 知 器  １８ 個  ○ ○ 

シャッター 

（煙 連 動  電 動 巻 上 式 ） 
７ 面  ○ ○ 

防 火 扉 （Ｓ） １ 面  ○ ○ 

防 火 扉 （Ｗ） ２ 面  ○ ○ 

非 常 用 照 明 設 備  非 常 用 照 明 器 具  １１０ 灯  － ○ 

照 度 測 定  １ 式  ― ○ 

水 圧 解 錠 設 備  水 圧 解 錠 扉  ３ 面  ― ○ 



２）ストックヤード 

対 象 項 目  機 器 名 称  数 量  単 位  機 器 点 検  

機 器 点 検

及 び総 合

点 検  

消 火 器 具 設 備  粉 末 消 火 器  ８ 本  ○ ○ 

屋 外 消 火 栓 設 備  屋 外 消 火 栓 （ 起 動 スイッチ、

表 示 灯 含 む） 

２ 組  
○  ○  

放 水 試 験  １ 式  ○  ○  

配 線  １ 式  ○  ○  

自 動 火 災 報 知 設 備  受 信 機          ※ 

GR 型  R-24C AD５１０   

１ 台  
○  ○  

発 信 機  P 型 １級  ２ 個  ○  ○  

ATF 煙 感 知 器  ３１ 個  ○  ○  

表 示 灯  ４ 個  ○  ○  

消 火 栓 起 動 連 動 装 置  ２ 式  ○  ○  

常 用 電 源 （交 流 電 源 ） １ 式  ○  ○  

予 備 電 源 （蓄 電 池 ） １ 式  ○  ○  

配 線  １ 式  ○  ○  

水 圧 解 錠 設 備  シャッター（水 圧 解 錠 開 放 ） ２ 面  － ○  

水 圧 解 錠 扉  ２ 面  － ○  

 

３）環 境 プラザ 

対 象 項 目  機 器 名 称  数 量  単 位  
機 器 点

検  

機 器 点 検

及 び総 合

点 検  

消 火 器 具 設 備  粉 末 消 火 器 （加 圧 式 ） ３５ 本  ○ ○ 

屋 内 ・ 外 消 火 栓 設

備  

屋 内 消 火 栓 （ 起 動 スイッチ、

表 示 灯 含 む） 

７ 組  
○ ○ 

屋 外 消 火 栓 （ 起 動 スイッチ、

表 示 灯 含 む） 

２ 組  
○ ○ 

加 圧 送 水 装 置 （ポンプ・モー

タ） 

１ 台  
○ ○ 

制 御 盤  １ 面  ○ ○ 

一 次 圧 調 整 弁 、バルブ １ 台  ○ ○ 

呼 水 装 置  １ 組  ○ ○ 

消 火 水 槽  １ 台  ○ ○ 

高 架 水 槽  １ 台  ○ ○ 

常 用 電 源  １ 式  ○ ○ 

放 水 試 験  １ 式  － ○ 

配 線  １ 式  － ○ 

自 動 火 災 報 知 設 備  受 信 機  

GR 型  R-24C ２５５AD 

１ 面  
○ ○ 

表 示 器  R 型  ２ 個  ○ ○ 

中 継 器  ３ 個  ○ ○ 

差 動 式 スポット型 感 知 器  ８０ 個  ○ ○ 

定 温 式 スポット型 感 知 器  １８ 個  ○ ○ 

煙 感 知 器  ３５ 個  ○ ○ 

熱 感 知 器  ３ 個  ○ ○ 

煙感知器（自動試験機能付） １２４ 個  ○ ○ 

 
 



自 動 火 災 報 知 設 備  発 信 機  P 型 １級  １１ 個  ○ ○ 

表 示 灯  １１ 個  ○ ○ 

電 鈴  ７ 個  ○ ○ 

消 火 栓 起 動 連 動 装 置  １ 式  ○ ○ 

常 用 電 源 （交 流 電 源 ） １ 式  ○ ○ 

予 備 電 源 （蓄 電 池 ） １ 式  ○ ○ 

配 線  １ 式  － ○ 

誘 導 灯 設 備  誘 導 灯  ３５ 灯  ○ ○ 

配 線  １ 式  － ○ 

防 火 ・防 排 煙 設 備  煙 感 知 器  ２２ 個  ○ ○ 

制 御 補 助 器  ８ 台  ○ ○ 

シャッター 

（煙 連 動  電 動 巻 上 式 ） 
１ 面  ○ ○ 

防 火 扉 （Ｗ） ２ 面  ○ ○ 

防 火 扉 （Ｓ） ２ 面  ○ ○ 

可 動 垂 れ壁  

（煙 連 動  暖 降 式 ） 

１１ 面  
○ ○ 

垂 れ壁  手 動 開 放 装 置  １１ 個  ○ ○ 

避 難 器 具  救 助 袋 （垂 直 式 、３階 ） １ 組  ○ ○ 

非 常 用 照 明 設 備  天 井 埋 込 型  ９６ 灯  ― ○ 

照 度 測 定  １ 式  ― ○ 

 

４）草 木 類 資 源 化 施 設  

対 象 項 目  機 器 名 称  数 量  単 位  
機 器 点

検  

機 器 点 検

及 び総 合

点 検  

消 火 器 具 設 備  粉 末 消 火 器 （加 圧 式 ） １２ 本  ○ ○ 

屋 外 消 火 栓 設 備  屋 外 消 火 栓 （ 起 動 スイッチ、

表 示 灯 含 む） 
２ 組  ○  ○  

加 圧 送 水 装 置 、ポ ンプ 制 御

盤 、一 次 圧 調 整 弁 、呼 水 装

置 、消 火 水 槽 他  

環 境 プラザ供

用  
○  ○ 

常 用 電 源  １ 式  ○  ○  

放 水 試 験  １ 式  －  ○  

配 線  １ 式  ― ○ 

自 動 火 災 報 知 設 備  受 信 機  P 型 １級  Ｌ１０ １ 台  ○  ○  

煙 感 知 器  １ 個  ○  ○  

差 動 式 スポット型 感 知 器  １１７ 個  ○  ○  

発 信 機  P 型 １級  4 個  ○  ○  

表 示 灯  ２ 個  ○  ○  

電 鈴  ３ 個  ○  ○  

消 火 栓 起 動 装 置  １ 式  ○  ○  

常 用 電 源 （交 流 電 源 ） １ 式  ○  ○  

予 備 電 源 （蓄 電 池 ） １ 式  ○  ○  

配 線  １ 式  － ○  

誘 導 灯 設 備  誘 導 灯  ７ 個  ○  ○  

配 線  １ 式  －  ○  

防 火 ・防 排 煙 設 備  煙 感 知 器  ３ 個  ○  ○  

シ ャ ッ ター（ 煙 連 動 、 電 動 巻

上 式 ） 
３ 面  ○  ○  

 



 
水 圧 解 錠 設 備  水 圧 解 錠 扉  ２ 面  －  ○  

非 常 用 照 明 設 備  天 井 埋 込 型  ２ 個  －  ○  

直 付 型 （防 湿 ） ４３ 個  －  ○  

配 線  １ 式  －  ○  

照 度 測 定  １ 式  ― ○ 

  

５）その他 共 通 外 部  

対 象 項 目  機 器 名 称  数 量  単 位  
機 器 点

検  

機 器 点 検

及 び総 合

点 検  

消 防 用 水  防 火 水 槽 ４０㎥ ５ 箇 所  ○ ○ 

 

注 意 １：委 託 対 象 設 備 一 覧 は、概 数 を示 すものであり、本 一 覧 にない場 合 でも現

地 を確 認 し関 連 法 規 に従 い保 守 管 理 を行 うこと。 

注 意 ２：草 木 類 資 源 化 施 設 の屋 外 消 火 栓 設 備 は、環 境 プラザ（つばさ館 ）の加

圧 送 水 装 置 等 を供 用 している。 

注 意 ３：ストックヤード及 び収 集 管 理 棟 の屋 外 消 火 栓 設 備 は、リサイクル施 設 の

加 圧 送 水 装 置 等 を供 用 している。また、同 自 動 火 災 報 知 設 備 信 号 は、リ

サイクル施 設 受 信 機 総 合 盤 に取 り込 まれている。 

注 意 ４：水 圧 解 錠 シャッター及 び扉 については、ポンプ車 （消 防 自 動 車 ）による加

圧 を行 い、動 作 を点 検 すること。 

 



○シャッター設 備  

 

１）リサイクル施 設  

（三 和 シャッター工 業 製 ） 

H2,440mm×W3,520mm・・・・・１基 ：随 時 閉 鎖 式 防 火 シャッター（煙 感 ） 

H2,310mm×W5,320mm・・・・・２基 ：随 時 閉 鎖 式 防 火 シャッター（煙 感 ） 

H2,310mm×W4,120mm・・・・・１基 ：随 時 閉 鎖 式 防 火 シャッター（煙 感 ） 

H2,890mm×W2,320mm・・・・・１基 ：随 時 閉 鎖 式 防 火 シャッター（煙 感 ） 

H2,500mm×W2,300mm・・・・・１基 ：随 時 閉 鎖 式 防 火 シャッター（煙 感 ） 

H2,500mm×W2,900mm・・・・・１基 ：随 時 閉 鎖 式 防 火 シャッター（煙 感 ） 

H3,920mm×W4,000mm・・・・・３基 ：一 般 重 量 シャッター 

H3,900mm×W3,850mm・・・・・２基 ：軽 量 電 動 シャッター 

H3,900mm×W3,100mm・・・・・２基 ：軽 量 電 動 シャッター 

H3,900mm×W4,000mm・・・・・１基 ：軽 量 電 動 シャッター 

H3,020mm×W6,000mm・・・・・１基 ：一 般 重 量 シャッター 

H3,000mm×W2,000mm・・・・・１基 ：軽 量 電 動 シャッター 

H3,020mm×W2,500mm・・・・・１基 ：軽 量 電 動 シャッター 

 

２）ストックヤード 

（文 化 シャッター製 ） 

H4,500mm×W5,300mm・・・・・１基 ：一 般 重 量 シャッター 

H4,500mm×W6,000mm・・・・・１基 ：一 般 重 量 シャッター 

 

３）環 境 プラザ 

（文 化 シャッター製 ） 

H2,830mm×W6,050mm・・・・・１基 ：随時閉鎖式防煙シャッター（熱感・煙感） 

H620mm×W45,202mm ・・・・・８連 （個 別 、巻 き上 げ式 ）：可 動 防 煙 垂 壁  

H1,165mm×W12,502mm ・・・２連 （連 続 、巻 き上 げ式 ）：可 動 防 煙 垂 壁  

 

４）草 木 類 資 源 化 施 設  

（文 化 シャッター製 ） 

H4,000mm×W5,650mm・・・・・２基：随時閉鎖式防火シャッター（熱感・煙感） 

H4,000mm×W7,050mm・・・・・１基：常時閉鎖式防火シャッター（熱感・煙感） 






